
   留萌市全国大会等遠征費助成金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市のスポーツ・文化振興に寄与する個人又は団体（以下、

「団体等」という。）に対し、大会等出場にかかる遠征費の一部を予算の範囲内

において助成金として交付することについて、留萌市補助金等交付規則（平成１

５年留萌市規則第１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項

を定めるものとする。 

 （助成対象者） 

第２条 助成の対象は、次のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 市内の小学校、中学校及び高等学校の児童、生徒（以下「生徒等」とい

う。）である者と引率する指導者 

 ⑵ 生徒等が加入し、市内に住所を有する団体 

 ⑶ その他市長が特に認めるもの 

 （助成対象競技又は種目） 

第３条 助成の対象となる競技又は種目は、次のいずれかに該当しなければならな

い。 

 ⑴ 市内の部活動、少年団又は団体で組織されているもの 

 ⑵ 全国高等学校体育連盟、日本高等学校野球連盟、全国高等学校文化連盟、日

本中学校体育連盟及び一般社団法人全日本吹奏楽連盟の開催によるもの 

 ⑶ その他市長が特に認めるもの 

 （助成対象大会等） 

第４条 助成の対象となる大会等は、次のいずれかに該当しなければならない。 

 ⑴ 当該年度(上位大会が翌年度開催の場合は、前年度)の全道の予選において、

優秀な成績をもって北海道の代表として出場権を得た又は招待・選抜された全

国規模の大会等とし、単一都府県との大会等は除外する 

 ⑵ 各競技協会に認められ参加する国際規模の大会等 

 ⑶ 招待・選抜された各競技のナショナルチーム等の全日本合宿等 

 ⑷ その他市長が特に認めた大会等 

 （助成対象人数） 

第５条 助成の対象となる人数は、当該大会開催要項に定める登録人数とする。 

 （助成対象日数） 

第６条 助成の対象となる最大日数は、開会式等の前日から助成対象者が出場する

試合等が終了した日の翌日までの日数とする。 



 （助成対象経費） 

第７条 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。 

 ⑴ 交通費 

 ⑵ 宿泊料 

 ⑶ 大会参加料 

 ⑷ その他市長が特に必要と認めたもの 

 （助成基準額） 

第８条 助成の基準となる額は、次のとおりとする。 

 ⑴ 交通費 

  ア 本市と大会開催都市間を実際の経路及び交通手段によって旅行した費用と

し、宿泊地と会場の往復に関する経費は対象から除外する。 

  イ 交通手段に自家用車を使用する場合の費用は、１キロメートルにつき37

円に高速道路料金(実費額)を加えた額とする。この場合において、助成の

対象となる自家用車の台数は、助成対象人数を３人で除し繰り上げた台数以

内とする。 

  ウ 交通手段に鉄道、船舶、航空路線及び路線バスを使用する場合の運賃の額

は、留萌市旅費条例（昭和40年留萌市条例第27号。以下「旅費条例」とい

う。）の規定を準用する。ただし、国内航空路線の運賃額は、１便20,000

円を限度とする。 

  エ 交通手段に貸切バス等を使用する場合の費用は、実費額とする。ただし、

借上料が助成対象人員の旅費条例で定める合計額を超えるときは、旅費条例

で定める合計額とする。 

  オ 助成の対象となる指導者は、個人は１名、団体の場合は２名を上限とする。

なお、個人で複数名の選手が出場する大会は団体とみなす。 

 ⑵ 宿泊料 

   実費額とし、１人１泊につき、旅費条例に規定する額を上限とする。 

 ⑶ 大会参加料 

   大会要項に定める額とする。 

 ⑷ その他市長が特に必要と認めた経費 

 （助成金額） 

第９条 主催団体や学校等から参加経費の負担や助成を受けられる場合は、優先的

に活用するものとし、この場合における、助成の対象となる経費は、全体事業費

からその金額を減額した額とする。 



２ 団体等に交付する助成金の額は、前項の規定により算出された補助対象算出額

と前条の規定により算出された助成基準額を比較していずれか少ない額を助成金

額とする。ただし、助成金額は助成基準額の10割以内とし、1,000円未満の端数

があるときはこれを切り捨てる。 

 （交付申請） 

第10条 助成金の交付を受けようとするものは、規則第４条に規定するもののほ

か、次に掲げる書類を添えて、大会出場予定日の14日前までに、市に提出しな

ければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。 

 ⑴ 大会開催要項 

 ⑵ 選手名簿 

 ⑶ 遠征日程表 

 ⑷ 出場資格を決定した予選結果（結果が確認できるもの）。ただし、招待・選

抜された大会等は、その招待・選抜されたことがわかるもの 

２ 生徒等が助成対象者の場合は、保護者等の申請を認めるものとする。  

３ 団体が助成対象者となる場合は、団体の長となるものが申請を行うものと

する。  

（助成対象の特例） 

第11条 前条の規定に関わらず、１月～３月の間に限り、事業完了後の事業につ

いても助成対象とする。 

 （交付の条件） 

第12条 規則第６条の規定により付する助成金の交付の条件は、次のとおりとす

る。 

 ⑴ 規則及び本要綱の規定に従うこと。 

 ⑵ 助成事業の内容又はこれに要する経費の配分を変更する場合は、市へ報告を

行うこと。 

 ⑶ 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、

助成事業完了後５年間保管すること。 

 （交付の決定） 

第13条 交付の申請があったときは、その内容を審査したうえで必要と認められ

る場合に予算の範囲内において助成金の交付の決定を行い、規則第７条に規定す

る指令書により、申請者に通知する。 

（軽微な変更） 

第14条 規則第６条に規定する軽微な変更は、事業費の増減額が変更前の額に100



分の20を乗じて得た額を超えないものとする。 

 （交付決定の取消） 

第15条 助成金の交付決定通知を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）

が規則第16条に該当するときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

 （助成金の返還） 

第16条 市長は、交付決定者が規則第17条第１項及び同条第２項に該当するとき

は、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （実績報告） 

第17条 助成金の交付の決定を受けたものは、大会終了後速やかに規則第13条に

規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて、事業終了から14日後までに市

に提出しなければならない。 

 ⑴ 大会成績表（結果が確認できるもの） 

 ⑵ 遠征日程表 

 ⑶ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （助成金の額の確定） 

第18条 市は、前条に規定する実績報告を受けた場合において、実績報告書の内

容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、助成事業の成果が助成金の交付

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金

の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により、当該交付決

定者に通知する。 

 （助成金の交付） 

第19条 助成金は、前条の規定により確定した額を助成事業の完了後に交付する

ものとする。 

２ 助成金の交付を受けようとする交付決定者は、規則第14条に規定する補助金

等交付請求書を市に提出しなければならない。 

 （検査等） 

第20条 市は、助成金の適正な運用を図るため、必要な場合は、交付決定者に対

して報告を求め、又は指示し、若しくは帳簿等関係書類を検査することができる。 

 （地域ＰＲ活動） 

第21条 助成金の交付を受けようとするものは、地域をＰＲするための活動に努

めるものとする。 

 （その他） 



第22条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


